




はじめに 

 

 

医学の進歩等により平均寿命が飛躍的に延びています。 

人生 100 年と言われている昨今、健康上の問題で日常生活が 

制限されることなく生活できる期間、いわゆる「健康寿命」の 

延伸がますます重要となっています。 

併せて、高齢化の進展により、住み慣れた環境でできるだけ 

長く過ごしたいという「在宅療養ニーズ」が高まっています。 

   

健康寿命の延伸には、日ごろからご自身の健康に関心を持ち、 

健康づくりに積極的に取り組んでいただくことが必要となります。 

しかし、特に働き盛りの世代では、仕事などに追われ、ご自身の 

健康対策が後回しになったり、そもそも関心が低く、生活習慣の改善や健康づくりに消極

的になっているなどの状況が見受けられます。 

 

また、在宅療養ニーズの高まりに応えるためには、介護する家族や関係者が安心できる

医療や看護の十分な連携体制が必要不可欠です。 

そのため、地域の医療機関がそれぞれの医療機能や特徴を活かし円滑に連携できる体制

整備が急務となっています。 

 

こうした状況を踏まえ、町田市では、生活習慣の改善や健康づくりの推進、安心できる

地域医療の充実などを意識した「まちだ健康づくり推進プラン（第５次町田市保健医療計

画）」を策定しました。 

 

すべての市民が住み慣れたこのまちで、健康で、安心して、そして希望をもって生活で

きるよう、市民の皆様、関係機関・団体と町田市がそれぞれの役割を理解、実践し、相互

に連携することで、計画に定めた施策を着実に進めてまいりたいと考えています。 

 

最後になりましたが、本計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご提言をいただきました

「町田市保健所運営協議会」委員の方々をはじめ、アンケート調査やパブリックコメント

にご協力いただいた市民の皆様に心から感謝申し上げるとともに、今後も計画の推進にむ

けご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

２０１８年３月 

 

町田市長 石 阪 丈 一  
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第１章    計画策定にあたって 
 
 
  

計画策定の趣旨や理念・基本目標など、本計画の主要な項目についてまと

めました。 
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１ 計画策定の趣旨及び本計画の特徴 

（１）計画策定の趣旨 

2012 年に策定しました「まちだ健康づくり推進プラン（第４次町田市保健医療計

画）」に基づき、町田市では保健医療を取り巻く環境の変化に的確に対応し、市民の健

康増進を支援するまちづくりに取り組んできました。 

第４次計画の成果や「町田市民の保健医療意識調査」で明らかになった課題及び、

社会情勢の変化等を踏まえ、今後さらに総合的な健康づくり施策を推進するため「ま

ちだ健康づくり推進プラン（第５次町田市保健医療計画）」を策定します。 

 

（２）本計画の特徴 

本計画の特徴は、以下の３点になります。 

 

生活習慣の改善に関する効果的な取り組みの推進 
 

「町田市民の保健医療意識調査」で明らかになった、働き盛り世代の健康意識や生活

習慣改善への関心の低さについて、より強化した取り組みを行います。 
 
 

在宅医療や健康危機対策を含めた安心できる地域医療の充実 
 

団塊の世代が 2025 年頃までに後期高齢者（75 歳以上）となるため、今後ますます

「在宅療養ニーズ」が高まると予想されています。また、自然災害や未知の感染症の蔓

延などに対する市民の不安の増大なども高まっています。こうした状況に対応するた

め、安心できる地域医療の充実を目指します。 
 
 

安全安心な生活環境の確保 
 

保健所政令市としての強みを活かし、科学的根拠に基づく適切な指導、啓発による公

衆衛生の向上を図ります。 
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２ 背景・動向 

（１）社会的背景 

・ 日本の死亡原因の上位を占める、悪性新生物、心血管疾患等の予防として生活習慣

改善が引き続き重要である一方、30 歳代までの死亡原因の 1 位が自殺であること

から、こころの健康づくりについての重要性も依然として高い状況です。 

・ 国際交流の活性化に伴う新興・再興感染症（※1）が流入、蔓延するリスクの高ま

りに対し、より一層の感染症対策が求められています。 

・ 後期高齢者の急増による在宅療養ニーズの高まりに対し、医療連携体制の整備や保

健・医療・福祉の連携強化が求められています。 

・東日本大震災、熊本地震の経験を活かし、発災直後の救護から、復興までの被災者

避難者の健康支援まで、受援を含む十分な準備体制が求められています。 

・ 2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催など、今後も外国人観光客の増

加が見込まれるため、新たな業態を含む事業者への指導と、文化、宗教、生活習慣

の異なる利用者への理解及び適切な配慮に関する啓発活動が必要となります。 

 
 

（２）国、東京都の動向 

・ 国の「健康日本 21（第２次）」や東京都の「東京都健康推進プラン 21（第二次）」

では、健康寿命（※２）の延伸と健康格差（※３）の縮小を総合目標に掲げています。 

・ 少子化対策として、妊娠・出産・子育てに対する切れ目のない支援を行っている自

治体に助成し、母子保健と児童福祉の連携強化を進めています。 

・ 「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に

関する法律（医療介護総合確保推進法）」の成立や「医療法」の改正により、急速

な高齢化の進展に対して、効率的かつ質の高い医療提供体制の構築と地域包括ケア

システムの構築といった、医療と介護の連携での対応を進めています。 
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３ 計画の位置づけ 

（１）法的根拠 

健康増進法第 8 条第 2 項に定められている「市町村健康増進計画」として位置付け

ます。 

 
 
 

（２）国及び東京都の計画との関連性 

国の「健康日本 21（第 2 次）」や東京都の「東京都健康推進プラン 21（第 2 次）」、

「南多摩保健医療圏地域保健医療推進プラン」との整合性を図ります。 

 
 
 

（３）町田市のその他の計画との関係 

町田市の基本計画である「まちだ未来づくりプラン」を上位計画とし、各部署が所

管する関連計画と整合性を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

町田市基本計画「まちだ未来づくりプラン」 

整合性 

【関連計画】 
 

地域福祉計画 
障がい者計画 

高齢者福祉計画 
介護保険事業計画 
食育推進計画 

子どもマスタープラン 
スポーツ推進計画 

市民病院中期経営計画 
地域防災計画 

男女平等推進計画 
教育プラン 

ま
ち
だ
健
康
づ
く
り
推
進
プ
ラ
ン

（
第
５
次
町
田
市
保
健
医
療
計
画
） 

【国】 
 

健康日本 21 
（第２次） 

【東京都】 
 

東京都健康推進 
プラン 21（第２次） 

整合性 

整合性 
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４ 計画期間 

本計画は、2018 年度から 2023 年度の６年間とします。 

 
 

2012 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

町田市基本計画 

             

まちだ健康づく

り推進プラン（町

田市保健医療計

画） 

             

町田市介護保険

事業計画 

             

子どもマスター

プラン 

             

東京都保健医療

計画 

             

東京都健康推進

プラン 21 

             

国 健康日本 21 

             

 
 
 
 
  

 まちだ未来づくりプラン 

 第４次  第５次  
延
長 

 第５期  第６期  第７期  第８期 

 
町田市子ども 

マスタープラン  新・町田市子どもマスタープラン 

 
第
４
次 

 第５次  第６次 

 
第
１
次 

 
第
１
次 

 第２次 

 第２次 

 

 
第
６
次

 
第
９
期

 
第
７
次
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５ 理念・基本目標 

（１）理念 

町田市は、健康づくりの推進、疾病対策や医療相談体制の充実などの取り組みを進

めています。また、災害、感染症や食の安全などに強いまちを目指し、すべての市民

が、住み慣れたまちで、健康で安心し希望を持って生活できるよう、理念として“み

んなでつくる「健康のまち」まちだ”を掲げます。 

なお、この理念は、過去の保健医療計画から継承しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
6 

 
 

（２）基本目標・目標 

町田市基本計画「まちだ未来づくりプラン」や「町田市５ヵ年計画１７－２１」を

踏まえ、「まちだ健康づくり推進プラン（第５次保健医療計画）」の基本目標を３つに

まとめました。 

また、３つの基本目標から、それぞれが実現すべき「まち」の姿を目標として設定

します。 

 

【第４次計画】 
【町田市基本計画 

「まちだ未来づくりプラン」】 
【第５次計画】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

基本目標１ 

 

健康に生活できる 

まちをつくる 

基本目標２ 

 

安心できる地域医療

があるまちをつくる 

基本目標３ 

 

健康的な生活環境を

備え人と動物が共生

しているまちを 

つくる 

まちづくり基本目標２ 

安心して生活できるまちをつくる 

 基本政策１ 

  健康に生活できるまちをつくる 

 政策１ 

  市民の健康を増進する 

まちづくり基本目標１ 

将来を担う人が育つまちをつくる 

 基本政策１ 

  安心して、楽しく子育てができるま

ちをつくる 

 政策１ 

  安心して子どもを産み育てられる

環境をつくる 

まちづくり基本目標２ 

安心して生活できるまちをつくる 

 基本政策１ 

  健康に生活できるまちをつくる 

 政策３ 

  医療環境の充実を図る 

まちづくり基本目標２ 

安心して生活できるまちをつくる 

 基本政策１ 

  健康に生活できるまちをつくる 

 政策２ 

  市民の健康を守る 

基本目標１ 

健康づくりの推進 

（１）健康的な生活習慣 

づくり 

（２）市民を支える保健 

サービスの充実 

（３）地域と協力した健康

づくり 

基本目標２ 

市民が安心して医療サービ

スを利用できる体制の強化 

（１）地域医療体制の連携及び

強化 

基本目標３ 

健康危機に強い生活安全の

まちの構築 

（１）健康的な生活環境の確保 

（２）感染症対策 

（３）健康危機管理の強化 
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基本目標１．健康に生活できるまちをつくる 
 

「まちだ未来づくりプラン」では、若年層の定住促進やライフステージに応じた主

体的な健康づくりなどを課題としており、こうした課題に対応するため“市民の健康

を増進する”や“安心して子どもを産み育てられる環境をつくる”という政策を掲げ

ております。 

この政策を実現するため、市民が自ら健康づくりや生活習慣の改善を行える環境の

整備や、妊娠・出産・子育て期への支援を通して“健康に生活できるまちづくり”を

目指します。 

 
目標１．市民が自ら健康づくりに取り組めるまち 

目標２．生活習慣の改善を支えるまち 

目標３．妊娠・出産・子育てを支えるまち 

 

基本目標２．安心できる地域医療があるまちをつくる 
 

「まちだ未来づくりプラン」では、団塊の世代が 2025 年頃までに後期高齢者（75

歳以上）となる「2025 年問題」や市民の自然災害に対する不安の増大などを課題と

しており、こうした課題に対応するため、“医療環境の充実を図る”や“市民の健康を

守る”という政策を掲げております。 

この政策を実現するため、地域医療の充実や、災害時の医療救護活動、感染症対策

などを通して“安心できる地域医療があるまちづくり”を目指します。 

 
目標１．患者・家族の声が医療に反映するまち 

目標２．災害時や感染症などが大規模発生した際に健康を守れるまち 

 

基本目標３．健康的な生活環境を備え人と動物が共生しているまちをつくる 
 

「まちだ未来づくりプラン」では、安心安全な市民生活の確保を課題としており、

この課題に対応するため“市民の健康を守る”という政策を掲げております。 

この政策を実現するため、食の安全、環境衛生の確保や動物愛護などを通して“健

康的な生活環境を備え人と動物が共生しているまちづくり”を目指します。 

 
目標１．安全で衛生的な生活環境が整っているまち 

目標２．地域に根ざした動物愛護をしているまち  
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６ 計画の推進に向けて 

（１）進捗管理 

本計画の進捗については、「町田市保健所運営協議会」で管理していきます。 

ただし、保健所が所管する業務は多岐にわたるため、他に計画等を有する施策につ

いては、それぞれが設置する委員会等（食育推進計画策定及び推進委員会、自殺対策

推進協議会、（仮称）動物愛護推進協議会など）で進捗管理を行います。 

 

（２）個々の役割 

それぞれの役割を理解、実践して頂き、さらに相互に連携することで、計画を推進

します。 

 
主体 役割 

市民 

・周囲の方とのつながりを大切にしながら、主体的に健康づくりに取り組むことが

基本となります。 

・行政や関係機関からの情報を正しく理解すると同時に、健康づくり事業や検診事

業等のサービスや支援を積極的に活用します。 

医療関係団体

（医師会、歯科

医師会、薬剤師

会） 

・専門性を生かし、行政や関係機関・関係団体と連携して市民の健康づくりを支援

します。 

・健康や予防について正しい知識や良質な医療を提供します。 

関係機関・ 

関係団体 

・行政や医療関係の機関・団体と連携して市民の健康づくりを支援します。 

・それぞれの役割に応じて、環境整備や事業実施に努めます。 

町田市 

・本計画の周知及び進捗管理を行います。 

・関係機関等の連携を促進し、健康的な生活環境の整備に努めます。 

・保健所では、市民に身近な窓口として健康相談や健康情報の発信の中心的な役割

を担い、効果的な病気予防、重症化予防方法の情報提供や、適切な医療の利用方

法などの普及啓発を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


